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第17回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録 

 

令和４年６月14日(火曜日) 

            午前10時１分開議 

            午前11時52分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)新たな地方創生への取組に関する件 

(2)行政サービスの維持向上に関する件 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査長互選 

――――――――――――――― 

出 席 委 員（15人） 

        委 員 長  緒 方 勇 二 

副委員長 河 津 修 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員  田 大 造 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 前 田 敬 介 

欠 席 委 員（なし） 

委員外議員（なし） 

―――――――――――――――  

説明のため出席した者 

総務部 

部長 平 井 宏 英 

 理事兼 

    市町村・税務局長 真 田 由紀子 

       市町村課長 坂 野 定 則 

人事課長 磯 谷 重 和 

企画振興部 

 理事兼 

    デジタル戦略局長 小金丸  健  

政策審議監 深 川 元 樹 

  首席審議員兼 

企画課長 小 川 剛 史 

      地域振興課長 久保田 健 二 

デジタル戦略課長 受 島 章太郎 

システム改革課長 黒 瀬 琢 也 

 知事公室 

     政策調整監 天 野 誠 史 

健康福祉部 

    健康福祉政策課長 井 藤 和 哉 

 環境生活部 

      環境政策課長 江 橋 倫 明 

        男女参画・ 

協働推進課長 板 橋 麻 里 

商工労働部 

      商工政策課長 津 川 知 博 

  首席審議員兼 

労働雇用創生課長 工 藤 真 裕 

産業支援課課長補佐 工 藤 あずさ 

観光戦略部 

観光交流政策課長 久 原 美樹子 

観光振興課長 石 井 利 幸 

 農林水産部 

農林水産政策課長 德 永 浩 美 

むらづくり課長 𠮷 住 俊 郎 

 土木部 

監理課長 森 山 哲 也 

 教育委員会 

      教育政策課長 竹 中 千 尋 

   ――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹 西 村 哲 治 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

                 

  午前10時１分開議 

○緒方勇二委員長 皆さん、おはようござい

ます。 

 ただいまから、第17回地域対策特別委員会
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を開催します。 

 議事に先立ちまして、さきの補欠選挙で当

選され、議長指名により、新たに本委員会の

委員に 田議員が選任されましたので、一言

御挨拶をお願いいたします。 

 

○ 田大造委員 田大造でございます。ま

た一生懸命頑張りますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 以上です。（拍手） 

 

○緒方勇二委員長 次に、本日の特別委員会

はインターネット中継が行われます。委員並

びに執行部におかれましては、発言内容が聞

き取りやすいように、マイクに向かって明瞭

に発言いただきますようお願いいたします。 

 それでは、今年度最初の委員会の開催に当

たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 改めまして、委員長の緒方でございます。 

 本委員会には、新たな地方創生への取組に

関する件、行政サービスの維持向上に関する

件の２件が調査事件として付託されておりま

す。 

 本地域対策特別委員会は、４年目を迎えま

すが、人口減少に起因する従来からの課題に

加え、コロナ禍への対応や行政のデジタル化

等の新たな課題も含めて審議してまいりまし

た。どれも本県の将来を大きく左右する喫緊

かつ重要な課題であり、また、関係する分野

も多岐にわたっているところであります。 

 この委員会において執行部の皆様と建設的

に意見を交換しながら、しっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 委員の先生方をはじめ、執行部の皆様の御

協力をいただきながら、河津副委員長ととも

に本委員会の円滑な運営に努めてまいりたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 次に、副委員長からも一言御挨拶をお願い

いたします。 

 

○河津修司副委員長 副委員長の河津でござ

います。 

 今委員長からもございましたが、本委員会

における２件の付託調査事件は、本県の発展

に関わる大変重要なテーマと認識しておりま

す。 

 この１年、円滑な委員会運営が行われます

よう、委員長を補佐し、精いっぱい努めてま

いりますので、委員各位並びに執行部の皆様

方の御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 お世話になります。 

 

○緒方勇二委員長 次に、執行部の紹介につ

きましては、お手元の関係部課職員名簿に代

えさせていただきます。 

 なお、本日の委員会出席者は、説明資料に

関係する職員のみとしておりますので、お手

元の配席表により御確認ください。 

 次に、執行部を代表して、平井総務部長か

ら挨拶をお願い申し上げます。 

 

○平井総務部長 おはようございます。 

 総務部長の平井でございます。執行部を代

表いたしまして、一言御挨拶させていただき

ます。 

 地域対策特別委員会では、昨年度に引き続

き、人口減少への対応を進めていく上での重

要な視点となる新たな地方創生への取組と行

政サービスの維持向上、２点が付託調査とな

っております。 

 新たな地方創生の取組につきましては、Ｄ

Ｘの推進と移住、定住等の推進という２つの

テーマがございます。 

 ＤＸの推進につきましては、くまもとＤＸ

推進コンソーシアムの設立がなされておりま

して、産学行政の連携による県全体のＤＸ推

進というのが課題になってこようかと考えて

おります。 

 移住、定住等の推進につきましては、ＴＳ
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ＭＣの本県への進出という追い風をしっかり

捉えつつ、移住、定住のさらなる推進を図っ

ていかなければならないと、そういうことを

考えているところでございます。 

 行政サービスの維持向上につきましては、

本委員会での御意見等を踏まえまして、熊本

県市町村支援に関する取組方針を策定してお

ります。この方針に沿いながら、また、市町

村の意向を十分に聴きながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

 今年度も引き続き、委員の皆様方の御議論

を円滑に進めていけるよう、執行部としまし

ても精いっぱい頑張っていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 それでは、お手元に配付

の委員会次第に従い、付託調査事件を審議さ

せていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

 議題１、新たな地方創生への取組に関する

件、議題２、行政サービスの維持向上に関す

る件について、一括して執行部から説明を受

け、その後質疑を受けたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては簡

潔にお願いいたします。 

 また、説明者は着座にて説明をお願いしま

す。 

 では、資料に沿って執行部から説明をお願

いします。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 新たな地方創生への取組のうち、まず、Ｄ

Ｘ関係について御説明をいたします。 

 資料の１ページ目をお願いいたします。 

 昨年度の取組概要についてでございます。 

 (1)熊本県情報化推進計画の策定について

御説明いたします。 

 この計画は、県の情報化施策を総合的、計

画的に推進するための基本となるものであ

り、これを基に地域ですとか行政のデジタル

化に取り組んでまいります。 

 計画期間は、令和３年度から令和５年度ま

での３年間になります。 

 本計画の背景といたしましては、人口減少

や働き方改革といった社会環境の変化、ＩＣ

Ｔの普及、そして国における戦略や行政のデ

ジタル化の方針といったものがございます。 

 この計画では、具体的な取組を「１ 安

全・安心・便利で創造性豊かな社会の実現」

と「２ デジタル行政の実現」の大きく２つ

の分野で整理をしております。 

 安全・安心・便利で創造性豊かな社会の実

現の分野では、(1)ＩＣＴを利活用するため

の環境整備、(2)県民が便利に暮らせるま

ち、(3)企業や事業者が創造性を発揮できる

まち、(4)災害や危機に強いまち、(5)ＩＣＴ

活用による「令和２年７月豪雨からの復旧・

復興プラン」の推進の項目でそれぞれ取組を

進めてまいります。主に、ＩＣＴデジタル技

術により、県民の利便性、快適性の向上を図

るものや企業など産業の振興を図る取組を掲

げております。 

 ２ページをお願いします。 

 ２、デジタル行政の実現の分野では、(1)

先端技術やデータ利活用による高度化された

行政、(2)職員が創造する価値を最大化でき

る行政、(3)災害や危機に強い行政の項目で

取組を進めていきます。主に、ＩＣＴの活用

により、行政の効率化、省力化を推進する取

組などを掲げております。 

 この計画は、推進体制にありますように、

副知事をトップに各部長で構成する熊本県高

度情報化推進本部において、全庁的な連携と

意思統一を図りながら、引き続き、部局横断

により事業を推進させてまいります。 

 ３ページ目をお願いします。 

 昨年度の取組の２項目として、くまもとＤ

Ｘグランドデザインについて御説明します。 
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 グランドデザインは、人口減少による人手

不足など地域の課題を乗り越え、また、コロ

ナ禍において格段の進展を見せております新

たなデジタル技術を活用した産業振興、地域

活性化を推し進めるため、熊本県においても

積極的にデジタル技術による変革、いわゆる

ＤＸを推進するというふうな考え方を基本と

しております。 

 策定の経緯にありますとおり、知事と有識

者から成りますＤＸくまもと創生会議におい

て議論を重ね、令和４年２月に策定に至った

ものでございます。 

順序が逆になりましたが、目的でございま

す。 

ＤＸの推進は、行政のみならず、民間の幅

広い立場の方々の活動が前提となるものであ

ります。このグランドデザインは、取組の主

体となる産学行政共通の目指すべき羅針盤と

して策定をしたものでございます。 

 ４ページ目をお願いいたします。 

 ＤＸグランドデザインの概要について御説

明します。 

 県民の総幸福量の最大化に向けて、２つの

ビジョン、あるべき姿として、１、産業の発

展、県民所得の延伸、２、快適、安心な生活

環境の創生を置き、この実現の方向性とし

て、７つの取組を記載しております。 

 左側にものづくり産業、農業、観光の３つ

の分野、右側に医療、それから福祉などのヘ

ルスケア、５番目として、防災、災害対応、

住民サービス、教育・仕事環境の分野を掲げ

ており、これらにデジタル技術を活用してい

くことで、将来ビジョンの実現を目指してま

いります。 

 こうした県全体でのＤＸを推進する上での

前提となる取組として、まず、ＤＸグランド

デザインの考え方について、理解、関心を深

めていくこと、産学官それぞれの立場から成

るプレーヤーづくりと相互連携による取組の

共創を促進すること、そしてその中から成功

事例を創出することが重要と考えておりま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 ここからは、今年度の取組概要を記載して

おります。 

 １点目は、(1)産学行政におけるＤＸの推

進です。 

 今御説明いたしましたくまもとＤＸグラン

ドデザインを踏まえ、県全体でのＤＸ機運の

醸成を図ってまいります。 

 具体的には、企業、団体、大学、自治体な

どから成るコンソーシアムを設立いたしまし

て、イベント、セミナーをはじめとする活動

を推進してまいります。 

 次に、実践事例の創出も進めてまいりま

す。 

 企業などから、デジタル活用、ＤＸ推進の

御提案をいただき、公募型実証プロジェクト

を進めてまいります。また、大学、専門学校

での人材育成への支援、連携も進めてまいり

ます。これらによる好事例を、コンソーシア

ムの中で横展開を図り、さらなる活動の活性

化につなげてまいります。 

 また、③として、今後のＤＸ推進の基盤づ

くりについての取組を進めてまいります。 

 １つは、スマートシティーに関する市町村

との連携です。 

 既に、県内の幾つかの市では、スマートシ

ティー、スーパーシティーを推進しておられ

ますが、県としても、この取組を支援すると

ともに、これら地域間の連携、さらにはこれ

ら以外の町村への波及を進めてまいりたいと

考えております。 

 その際重要となりますのが、行政、民間が

データを連携し、活用することで新たな価値

を創造できる仕組みを構築することでござい

ます。県としてのいわゆるデータ連携基盤の

検討を進めてまいります。そのためには、行

政が保有するデータについて活用できるオー

プンデータ化も必要であり、この点について
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もしっかり進めてまいります。 

 なお、データ連携基盤、オープンデータの

推進につきましては、必要経費を６月補正予

算でお願いをしているところでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６ページには、くまもとＤＸ推進コンソー

シアムの概念図をお示ししております。 

 最下段の産学官の各主体である企業、団

体、大学などがコンソーシアムに数多く御参

加をいただき、イベントなどを通じた機運醸

成を図ってまいります。そして、矢印にプレ

ーヤー化と記載しておりますが、このコンソ

ーシアムの入会企業等から、公募型の実証プ

ロジェクトなど、個別事業を推進してまいる

ことで好事例を創出し、また、ほかの企業の

参考にしていただくと、そういうことで、ま

た右側の機運醸成につながっていくというふ

うな循環を考えております。 

 ７ページをお願いします。 

 今年度の取組の大きな２点目は、(2)行政

手続のオンライン化です。 

 国では、自治体ＤＸ推進計画を作成し、自

治体における情報システムの標準化、共通化

やマイナンバーの普及促進などとともに、行

政手続のオンライン化についても重点的に取

り組む方針を示しております。 

 県としては、行政手続のオンライン化を進

めるとともに、市町村における行政ＤＸ全体

の推進を、技術的な面も含めて、しっかりと

支援していくこととしております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ①県及び市町村における行政手続のオンラ

イン化についてでございます。 

 まず、１、県の行政手続のオンライン化に

ついてです。 

 県には、おおむね4,000ほどの手続がござ

いますが、このうち、年間200件を超える手

続が253ございます。 

 県では、これら全てについて、手続をオン

ライン化していくこととしております。技術

的な課題などがないものについては、既にオ

ンライン化をスタートさせており、今後もシ

ステムの改修時期と合わせるなど、順次手続

をオンライン化させてまいります。 

 次に、２、市町村の手続オンライン化につ

いてです。 

 国の自治体ＤＸ推進計画では、特に国民の

利便性向上に資する手続として、マイナンバ

ーカードを用いて申請を行うことが想定され

る手続について、オンライン手続を進める方

針を示しています。子育て、介護などの26の

手続について、市町村では、令和４年度末を

目指してオンライン手続を進める必要があり

ます。 

 県としては、県内全ての市町村において着

実にオンライン化が進められるよう支援を強

化してまいります。 

 ９ページをお願いします。 

 赤線で囲んでおります26手続が、市町村に

おいてオンライン化を進める必要があるもの

となります。 

 10ページをお願いいたします。 

 市町村におけるＤＸ支援についてです。 

 行政手続のオンライン化のみならず、市町

村におけるＤＸ全般を支援していくための３

つの取組を記載しております。 

 まず１点目は、熊本県市町村ＤＸ推進連絡

調整会議の設置です。 

 自治体ＤＸ推進計画に掲げる重点項目、具

体的には、情報システムの標準化、共通化、

そして行政手続のオンライン化、さらにはマ

イナンバーカードの普及促進などにつきまし

て、県と市町村において情報を共有しなが

ら、総合的かつ効率的に進めることを目的と

しています。 

 県と全市町村が一堂に会する中で、基本的

な考え方、それから取組を進めるに当たって

の課題や悩み事、そして参考事例の共有を行

うことで、市町村の取組を支援してまいりま

す。 
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 次は、２点目として、市町村へのデジタル

化支援専門人材派遣事業です。 

 デジタル人材を派遣し、専門的な立場か

ら、市町村の実情に応じた課題整理や取組に

ついての助言を行い、個別市町村を支援しま

す。今年度は、昨年度よりも、予算、人員体

制を拡充し、実施をしております。 

 ３番目の市町村個別支援では、特に行政手

続のオンライン化について、県職員が個別に

市町村を訪問し、具体的な課題把握を行いな

がら支援を行ってまいります。小規模町村を

中心に、個別の状況に寄り添い、丁寧な支援

に努めてまいります。 

 デジタル戦略推進課からの説明は以上で

す。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 続きまして、新たな地方創生への取組のう

ち、移住、定住等関係について御説明いたし

ます。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 本県では、全庁的に連携して移住、定住の

推進に取り組むため、昨年４月、熊本県移住

定住推進本部を設置しております。本部会議

は、副知事を本部長として、部長級職員等で

構成しており、その事務を補助するため、関

係課の課長級職員で構成する幹事会を設置し

ております。 

 12ページをお願いいたします。 

 資料の右側に記載しておりますとおり、５

月に開催しました本部会議では、２、近年の

転入・転出の状況や、３、本県への移住者の

属性、５、令和４年度移住定住関係事業等を

テーマとして意見交換を行いました。 

 13ページをお願いいたします。 

 東京都における転入・転出超過の状況でご

ざいます。 

 下段のグラフは、東京都と他の道府県との

間での転入、転出の状況を示したものです。 

 左側のグラフ、令和元年度では、年間を通

して、東京都への転入が転出を上回る転入超

過でしたけれども、真ん中の令和２年度で

は、５月に転出超過となっております。これ

は、平成25年７月の統計開始以降初めてのこ

とでございます。 

 右側のグラフ、令和３年度におきまして

も、引き続き転出超過となる月があり、都市

から地方へという流れが続いていると言える

かと思います。 

 続きまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 本県における転出入者数等でございます。 

 下段のグラフは、本県と他の都道府県との

間での転出、転入の状況を表したもので、左

側が令和２年、右側が令和３年になります。 

 東京、大阪などの都市圏に対しましては、

令和２年、令和３年ともに転出超過ではあり

ましたけれども、令和３年は、その差が縮小

しております。この傾向は、福岡県で特に顕

著でございまして、令和２年は1,652人の転

出超過でございましたけれども、令和３年は

548人と大幅に縮小しております。全体で

も、グラフの下の米印のところに記載してい

ますとおり、3,717人の転出超過から864人へ

の転出超過と、いわゆる社会減が縮小してい

るという状況でございます。 

 続きまして、15ページをお願いいたしま

す。 

 令和３年度の本県への移住者数の集計結果

でございます。 

 市町村における住民窓口アンケート等を集

計しました結果、県外から本県への移住者数

は2,025人となっております。 

 下段、右側の表は、本県が設置しておりま

す移住相談窓口における移住相談件数でござ

います。 

 左側のグラフの黄色の折れ線グラフは、熊

本、東京、大阪窓口合計の相談件数の推移を

表しておりまして、地方移住への関心の高ま
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りに合わせて、ほぼ右肩上がりに増えていっ

ているという状況でございます。 

 グラフの上の参考欄の２点目のところに記

載していますとおり、東京のふるさと回帰支

援センターが公表しました2021年の移住希望

地ランキングにおきましては、本県は５年ぶ

りにランクインするなど、熊本への関心は高

まっていると思っております。 

 続きまして、16ページをお願いいたしま

す。 

 令和３年度移住者アンケート調査の概要を

記載しております。 

 令和２年度以降に、各市町村の移住関係の

施策を利用して移住された317世帯を対象に

調査いたしまして、167世帯から回答を得た

ものでございます。 

 下段に回答者の基本属性を示しておりまし

て、下段の真ん中、②年代の円グラフでは、

20代から40代が移住者の６割以上を占めるな

ど、幅広い年齢層が移住されているというこ

とが分かっております。 

 下段左側の④移住スタイルでは、熊本県内

に居住歴があるＵターンが、濃い青色ですけ

れども、29.3％。それから、Ｊターンが、薄

いピンクで左側のほうにあります4.8％。こ

ちらを合わせて約３割であるのに対しまし

て、県内に居住歴がないＩターンが、薄い青

色で書いておりますけれども、40.7％。４割

以上を占めているという結果となっておりま

す。 

 続きまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 問１、移住前の居住地は、都道府県別に見

ますと、東京都が最も多く、次いで福岡県、

神奈川県の順となっております。 

 下段の問２、居住形態では、移住前と移住

後の居住形態を比較しております。青色は一

戸建ての持家の割合、赤色は一戸建ての賃貸

住宅の割合を示しておりまして、移住後は一

戸建てに住む方が増加しているというところ

でございます。 

 右側の問３、住まい探しの情報源では、不

動産サイトや知人の紹介に次いで、空き家バ

ンクが活用されているということが分かって

おります。 

 18ページをお願いいたします。 

 問４、移住前の熊本との関わりでは、下か

ら２番目の「特になし」と答えられた方は

11.4％にとどまっておりまして、９割近くの

方が移住前に熊本と何らかの関わりを持たれ

ているということが分かっております。 

 先ほど、基本属性で御説明しましたとお

り、県内に居住歴がないＩターンの方が４割

以上を占めている一方で、多くの方が移住前

に本県と何らかの関わりを持たれているとい

うことが分かっております。 

 右側の問５、移住する際の不安は「仕事や

収入に関すること」、「引っ越し費用に関する

こと」といった金銭的な事柄や「地域づきあ

いに関すること」、「住まいに関すること」な

どが多く挙げられております。 

 続いて、19ページをお願いいたします。 

 そのアンケートから分かったことを４点ま

とめさせていただいております。 

 １つ目は、東京都に次いで、福岡県からの

移住者が多いということでございます。 

 昨年度から、福岡をターゲットとした取組

を重点的に進めてまいりましたけれども、今

年度は、さらに相談体制を強化するため、福

岡事務所内に移住相談窓口を新設することと

しております。 

 ２点目ですけれども、移住に当たっては、

一軒家に住まわれる方が多く、空き家バンク

が活用されているということでございます。 

 現在、空き家バンクは、市町村ごとに作成

しておりまして、移住希望者からすると、市

町村ごとにそれぞれの空き家バンクを検索し

なければならないということで、利用しづら

い面がございます。また、知名度の高くない

市町村にとりましては、空き家バンクまでた
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どり着いてもらえないというおそれもござい

ます。 

 そのため、今年度、県主導で、広域的な情

報を掲載した空き家バンクプラットフォーム

の構築に向けて取り組んでまいります。 

 ３つ目は、仕事のほか、引っ越し費用や住

まいへの不安を感じている方が多いというこ

とでございます。 

 昨年度、当課で、住まい支援補助金を新設

しまして、引っ越し費用やリフォーム費用の

補助を行う市町村への支援を行ってまいりま

した。 

 今年度は、上限額、補助率を引き上げるな

ど、より重点的な支援を行うこととしており

ます。 

 最後に、４点目は、移住者の約９割が、移

住前に熊本県と関わりがあるということでご

ざいます。 

 今年度は、熊本県にゆかりのある人をつな

ぐ熊本コネクションプロジェクトを拡充しま

して、熊本ファンを全国に増やし、熊本への

移住希望者の裾野を広げる活動を展開したい

と考えております。 

 20ページをお願いいたします。 

 移住、定住の推進に向けた取組の方向性で

ございます。 

 上段に記載していますとおり、基本方針と

しまして、地方移住の関心の高まりに合わ

せ、都市部の若年層をターゲットに、豊かな

暮らしを実現する施策を展開し、熊本への人

の流れを加速化することとしております。 

 具体的には、移住定住推進本部を軸に、豊

かに暮らせる熊本の実現に向けて、移住者の

暮らしの基盤となる生活環境、社会基盤、教

育環境等の整備を着実に進めているところで

ございます。 

 あわせて、中段記載の選ばれる熊本の実現

に向けて効果的な発信を行うための方針１

「デジタル技術の活用」、東京都、大阪府に

加え、福岡県での重点的な取組を行うための

方針２「ターゲットの明確化」、移住、定住

や地域資源の活用に意欲的な市町村を支援す

るための方針３「意欲的な市町村等への重点

支援・連携強化」、そして移住への裾野を広

げるための方針４「関係人口等の拡大」の４

つの方針に基づき、各種取組を進めてまいり

ます。 

 また、４つの方針の下に、半導体産業の集

積等を踏まえた「人材育成・確保」、「ＰＲ」

等の実施と記載しております。 

 ＴＳＭＣの進出を契機としまして、国内外

から本県に注目が集まっており、全国各地か

ら人が集まる大きなチャンスを迎えている一

方で、人材確保は重要な課題の一つでござい

ます。また、移住者アンケートでは、仕事に

関する不安をお持ちの方も多くいらっしゃい

ますので、庁内各課で連携して、しっかりと

取り組んでまいりたいと思っております。 

 21ページをお願いいたします。 

 21ページ、22ページは、各方針における主

な取組内容、特に今年度新たに取り組むこと

を中心に御紹介させていただいております。 

 まず、21ページ、左側の方針１では、デジ

タル技術を活用した移住定住プロモーション

に取り組みます。 

 事業概要欄に記載しておりますとおり、①

デジタルマーケティングによる移住潜在層の

掘り起こしでは、ＳＮＳや投稿配信サイトな

どを活用しまして、顕在化している移住希望

者層だけではなくて、潜在的なまだ見えてな

い移住希望者層もターゲットとしまして、熊

本の魅力を発信してまいります。また、全市

町村が参加できるオンラインイベントの開催

や行政職員を対象としたオンライン向けのプ

レゼンテーション研修を実施するなど、オン

ライン相談会の魅力の向上に努めてまいりま

す。 

 右側の方針２では、先ほど申し上げました

とおり、福岡事務所内に７月に移住相談窓口

を新設するなど、昨年度に引き続き、福岡を
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ターゲットとして重点的にプロモーション活

動等に取り組んでまいります。 

 22ページをお願いいたします。 

 左側の方針３では、これも繰り返しになり

ますが、広域的な空き家バンクプラットフォ

ームの構築に取り組みます。 

 下段に掲載していますピクトグラム、分か

りやすい絵文字ですとか、あるいは360度カ

メラを導入しまして、利用者にとって利便性

の高い空き家バンクプラットフォームの構築

を進めてまいります。 

 右側の方針４では、熊本コネクションプロ

ジェクトの拡充に取り組んでまいります。 

 関係人口の増加を目指しまして、登録者数

の増加や若年層を中心とした交流会の開催等

に取り組みます。 

 また、クマコネ会員の多様な能力を地域に

還元していただく取組としまして、県内の地

域が抱える課題の解決策を会員に考えていた

だく取組を行いたいと考えております。 

 また、県出身の方などのセカンドキャリア

支援として、首都圏のビジネスパーソン等を

対象としました県内企業との交流会の開催等

を計画しております。 

 今後とも、市町村や関係機関とも連携しな

がら、人の流れを加速化し、移住定住を推進

するための取組を進めてまいります。 

 地域振興課からの説明は以上でございま

す。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 続きまして、行政サービスの維持向上につ

いて御説明させていただきます。 

 23ページをお願いいたします。 

 本日の説明の全体像をお示ししておりま

す。説明内容は、５点でございます。 

 １点目が令和３年度の議論の整理、２点目

が市町村支援に関する取組方針、３点目が熊

本県市町村行政体制維持・強化支援交付金、

４点目が国の支援策、５点目が国の第33次地

方制度調査会の動きについてでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 １、令和３年度の議論の整理について、ま

ず、議論の背景として、令和２年６月に公表

されました国の第32次地方制度調査会答申の

内容について御紹介をさせていただきます。 

 資料の中段でございますが、この答申の中

で、今後の地方行政の在り方について、人口

減少や新型コロナへの対応を念頭に、変化、

リスクに適応したものへと転換する必要があ

るとされております。 

 また、その具体の方策として、地方行政の

デジタル化や公共私の連携、地方公共団体の

広域連携等について、目指すべき行政の姿が

提示されたところです。 

 資料の下の段でございますが、こうした背

景の下、昨年６月の本委員会では、具体の方

策の起点となる「地域の未来予測」あるいは

市町村間の広域連携について御説明させてい

ただきました。 

 これに対しまして、委員の皆様からは「県

が地域に向き合って、どう手を差し伸べる

か」、「県が市町村と一緒になって県全体を発

展させる視点が重要ではないか」などの御意

見をいただいたところです。 

 こうした意見を踏まえまして、以後の委員

会では、県が市町村支援を行う場合の考え方

について、整理、検討し、報告させていただ

きました。 

 25ページをお願いいたします。 

 ９月の委員会では、市町村の行政体制にお

ける現状、課題について、12月の委員会で

は、県内市町村のニーズ調査の結果などにつ

いて御報告させていただきました。そして、

３月の委員会におきましては、市町村支援に

関する県の取組方針案について御説明させて

いただきました。 

 26ページをお願いいたします。 

 ２、市町村支援に関する取組方針につい

て、まず、１、取組方針策定の趣旨について
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でございます。 

 市町村が持続可能な形で行政サービスを展

開できるように、県と市町村が地域課題をし

っかりと共有し、一体となって課題解決に向

けて取り組んでいく、そのような県の姿勢を

明示するために策定したものでございます。 

 次に、２、市町村の現状と課題についてで

ございます。 

 今、社会全体で、人口減少や少子高齢化、

新型コロナ対策や自然災害への対応が求めら

れております。また、市町村は、公共施設の

集約や老朽化対策、行政のデジタル化等に取

り組むことが喫緊の課題となっております。 

 そうした中、昨年10月に実施しました県内

市町村へのニーズ調査におきましては、四角

囲みで示しておりますが、「職員の確保が難

しい」、あるいは「業務の複雑化等により職

員の負担が増加している」などの声が寄せら

れたところです。 

 この結果を踏まえまして、県としては、市

町村職員の専門性の確保や広域連携、デジタ

ル化推進などの面で、地域の実情に応じた県

の支援が必要と整理したところでございま

す。 

 27ページをお願いいたします。 

 次に、３、市町村支援の方向性についてで

ございます。 

 県の市町村支援の基本的な考え方につい

て、オレンジ囲みに記載している内容を掲げ

ております。県民総幸福量の最大化に向け

て、一緒になって取り組もうというものでご

ざいます。 

 また、資料の中段でございますが、県が支

援を行うに当たっては、地域課題が様々で実

情も異なることから、多様な支援メニューを

準備し、見える化して示すことで、各市町村

の主体的な取組を促すこととしております。 

 県としましては、前のページの現状、課題

を踏まえまして、行政のデジタル化の支援や

広域連携等への支援に重点を置くこととして

おります。 

 28ページをお願いいたします。 

 ４、支援の対象、支援策についてでござい

ます。 

 具体的な支援の内容について、主なものを

記載しております。 

 市町村の行政体制面に着目した県の支援

は、これまでも様々な分野で行われておりま

す。その一方で、県の支援の全体像が見えず

に、市町村側から見ると、県への相談がやり

にくいという状況にもあるように思われま

す。 

 そこで、今回、県による様々な市町村支援

を種別ごとに分類、整理しております。 

 表の左側に支援の種別を記載し、中央に概

要、右側に支援の具体例を記載しておりま

す。 

 上から順番に、技術的支援、人的支援、共

同運営、事業支援を記載しております。この

４つの大きな柱により、県として市町村支援

に取り組むこととしております。 

 29ページをお願いいたします。 

 ５、取組の推進体制についてでございま

す。 

 県の支援体制のイメージ図を記載しており

ます。 

 市町村のほうから、広域本部、地域振興局

または県の本庁に御相談をいただきますと、

県内部において、関係部局と連携、情報共有

を行い、課題解決に向けた方策を検討し、必

要な支援につなげていく流れとしておりま

す。 

 そのほか、国の各種支援策等につきまして

も、積極的に市町村に情報提供していくこと

としております。 

 30ページをお願いいたします。 

 ３、熊本県市町村行政体制維持・強化支援

交付金についてでございます。 

 市町村が、今後、持続可能な形で行政サー

ビスを提供していくために、まずは、各市町
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村自らが、現状を分析し、将来の見通しを立

て、必要な方策を整理し、それに沿った形で

具体の取組を進めていくことが重要になりま

す。 

 こうした市町村の取組を後押しするため、

今年度の当初予算におきまして、この交付金

を新規事業として計上させていただきまし

た。 

 事業の概要は、下の段の四角囲みに記載の

とおりでございます。 

 先ほど触れました「地域の未来予測」の作

成やこれを踏まえた具体の方策の整理に要す

る経費、さらにシステム改修費や地域の各種

団体との協議に要する経費などに対して支援

をすることとしております。 

 今年の４月に交付金の交付要項を策定し、

各市町村に周知をしたところです。また、５

月に所要見込額を調査しており、現在、取り

まとめを行っているところでございます。 

 より多くの市町村に取り組んでいただける

ように、引き続き、同交付金の活用につい

て、各市町村に働きかけてまいります。 

 31ページをお願いいたします。 

 ４、国の支援策について御紹介させていた

だきます。 

 まず、(1)広域連携の推進のための支援策

になります。 

 広域連携のための国の支援策につきまして

は、これまで、連携中枢都市圏構想や定住自

立圏構想に対する地方財政措置が準備されて

おります。この枠組みに入っている市町村に

つきましては、国のほうから交付税措置を受

けることができることとなっております。 

 今回記載をしております支援策は、これま

での枠組みから外れる団体につきましても、

ほかの市町村と共同で「地域の未来予測」を

作成し、これに沿って広域連携等の取組を行

う場合は交付税措置を受けることができると

いうものでございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 国の専門人材の確保に関する支援メニュー

を３件御紹介させていただきます。昨年度の

本委員会でも御紹介をさせていただいたもの

です。 

 １件目は、内閣府の地方創生人材支援制度

でございます。 

 これは、地方創生に積極的に取り組む市町

村に対し、意欲と能力のある国家公務員、ま

たは大学研究者や民間専門人材を市町村長の

補佐役などとして、あっせん、派遣するもの

でございます。 

 令和元年度からデジタル専門人材も派遣の

対象となっております。 

 今年度の県内市町村の活用状況は、下段の

表に記載のとおり６団体となっております。 

 33ページをお願いいたします。 

 ２件目は、総務省の地域活性化起業人（企

業人材派遣制度）でございます。 

 これは、市町村と３大都市圏に所在する民

間企業が協定を締結し、企業等の社員を市町

村に派遣し、幅広い活動に従事してもらうも

のでございます。市町村の受入経費等につい

て、交付税措置がなされることとなっており

ます。 

 34ページをお願いいたします。 

 ３件目は、同じく総務省の都道府県過疎地

域等政策支援員制度でございます。 

 こちらは、都道府県に対する支援メニュー

となっております。 

 概要は、上段の枠内に記載のとおりでござ

います。県のほうで専門人材を確保し、過疎

地域を支援するものでございます。産業振興

や地域の情報化など、様々な分野への対応が

可能であり、経費の50％について交付税措置

がなされるものでございます。 

 35ページをお願いいたします。 

 最後に、５、国の第33次地方制度調査会の

動きについて御報告いたします。 

 今年１月から審議がスタートしておりま

す。諮問事項は、記載のとおりとなっており
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ます。 

 新型コロナ対応における国と地方との連携

について様々な課題が指摘されたことや、コ

ロナ対応を通じてデジタル社会の可能性が国

民に広く認識されたことが諮問の背景にあっ

たと伺っております。答申は、令和６年１月

頃とされております。 

 今後も、地制調における検討状況を随時情

報収集しまして、本委員会に報告していきた

いと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、質疑に入りたいと思い

ます。 

 まず、新たな地方創生への取組に関する件

について、質疑はありませんか。 

 

○池田和貴委員 私、今年からこの特別委員

会のほうに参加しておりますので、もしかし

たら議論されているのかもしれませんが、お

聞きしたいことが２点あります。 

 まず、１点なんですけれども、熊本県情報

化推進計画で今様々な御説明をいただきまし

た。 

 その中で、もしかしたらここに書き込んで

あるのかもしれないんですけれども、デジタ

ル化をする中で、デジタル化の特性とする

と、広く多くの人が場所に関係なく参加でき

るということと、参加した人が参加した段階

で決裁とかを行って、決裁が早くなることに

よって、スピード感が上がるというような特

性もあるんじゃないかというふうに思うんで

すね。 

 そういった意味では、県庁の決裁のシステ

ムも、それに合わせて本当は変えていったほ

うがスピード感を上げる形になるかと思うん

ですが、そういったことが今説明された中に

含まれているのかどうかということが、まず

１点聞きたいということです。 

 ２点目は、くまもとＤＸ推進コンソーシア

ムの在り方なんですけれども、産学官の主体

というふうになってまして、ただ、地方創生

の最初のときって、この産学官に言論界や金

融界も入れた形で地方創生を、というのが一

番最初の流れだったというふうに私は記憶し

てるんですよね。 

 そういう意味では、くまもとＤＸ推進コン

ソーシアムの中に、その地方創生の意味も含

めて、そういうような人たちを入れるかどう

かの検討はされてたのかどうなのか、また、

その辺はどういうふうに考えていらっしゃる

のかということをお伺いしたいと思います。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 今の御質問の１点目、デジタル化を推進す

る中で、電子決裁、どこに含まれているのか

という御質問をいただきました。 

 資料の２ページ目を御覧ください。 

 デジタル行政の実現、(1)先端技術やデー

タ利活用による高度化された行政の中の19

番、庁内の業務プロセス改革・データ利活用

の推進という項目がございます。この中で、

実は文書管理システムを導入しまして、電子

決裁を推進していくということをうたってお

ります。 

 以上でございます。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 御質問いただきました２点目のコンソーシ

アムについての考え方についてお答えをいた

します。 

 議員御指摘のとおり、今回のＤＸ推進コン

ソーシアムは、まさにそのデジタル技術を活

用して、変革というとちょっと言葉が難しく

なりますが、よりよい地域をつくっていこう

というふうなところでございますので、か

つ、今回のグランドデザインのほうも、行き
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着いた先が県民の総幸福量の最大化というと

ころにどう寄与していくかというふうなとこ

ろでございますので、地方創生の観点という

のは非常に重要なポイントというふうに考え

ております。 

 その上で、コンソーシアムにつきまして

も、とにかく幅広い立場の方に参画していた

だいて、それぞれの立場で活動していただく

ということがポイントとなりますので、先ほ

ど御指摘のありました言論、マスメディアで

ございますとか、あるいは金融機関について

も、我々幅広くお声かけをさせていただいて

おりまして、そういったところの知見、力と

いうのもいただきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 すみません、御回答ありが

とうございました。 

 まず、くまもとＤＸ推進コンソーシアムの

ことについてなんですけれども、今の説明だ

と、これは産学官の各主体と書いてございま

すけれども、この中には、金融界の方も、そ

ういう方も参画されているということでよろ

しいんですか。金融界とかそういう方も。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 現在、まだ募

集中の段階でございますけれども、既に参加

のお申し出いただいている企業さんの中に

は、そういった方々も入っていただいており

ます。 

 

○池田和貴委員 分かりました。じゃあ、そ

れはもう記載の仕方だけの問題だと思います

ので、しっかり進めていただきたいと思いま

す。 

 もう一点のほう、続けてよろしいですか。 

 決裁システムの在り方は、庁内の業務プロ

セス改革、データ利活用の推進というところ

なんですけれども、すみません、私うまく説

明できないんですけれども、例えば、今まで

は担当の方がいらっしゃってて、所属長が印

鑑押して、その後部長に行くのかな、最後二

役まで行くとか、何かいろいろ縦がこう流れ

てたんですけれども、それが、例えば参加し

た人が一斉に、フラットで、いわゆる決裁を

することによって、一個一個積み上げていく

時間を短縮するようなイメージで言ったんで

すけれども、そういうような業務プロセスの

改善を行っているという――全てじゃないで

すよ。全てじゃないけれども、デジタルを使

って、そっちのほうが効率的だと思われたと

きには、そういうような決裁のシステムにし

ていこうとしているという意味で捉えていい

んでしょうか。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 今、電子決裁の流れについて御質問があっ

たかと思っております。 

 今の電子決裁の流れは、原則として担当者

が起案をしまして、それが、班長、課長、そ

れから、必要に応じて、部長、知事という形

で上がっていくという流れは変わっておりま

せん。ただ、電子上で共有されておりますの

で、途中で確認することもできます。 

 電子決裁で上がっているものについては、

例えば、班長を飛び越して、課長のほうで確

認をすることもできますので、その時点で気

になることがあれば、指摘をして修正をして

いただくということもできるようなシステム

になっております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 分かりました。そういうふ

うにデジタルを使った形でやっているという

のは分かりました。 

 ただ、私が言いたいのは、非常に時間的な

スピード感を求められるときに、例えば、会

議とかに課長とかも出ていらっしゃったら、
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その会議に出ていた、その議論したことを、

もう既にそこで決裁することによって、下か

ら起案をしていくような部分というのは、あ

る意味、もう認められたことにして、スピー

ド感を持ってやっていくというようなときも

あるんじゃないかなと思っているんですよ。

もちろん、全てそれがいいかどうかというの

は別問題ですけどね。ただ、時間的に余裕が

ないときって、やっぱりそれに時間をかける

のではなくて、参加した人がそこで異論がな

ければ、それはもう承認したこととして、い

わゆる決裁もあったということにみなすよう

なことがあったほうが、会議に出られた方も

緊張感を持って臨まれる――皆さん、いつも

持って臨まれているとは思うんですけどね。

そういうふうになることもあるのかなという

ふうに思ったもんですから。 

 私が議長のときに、自民党のデジタル推進

本部の小林さんから講義を受けたときにも、

いわゆる行政体の特にたくさん関わるところ

では、決裁に時間かかってしまうので、そう

いったものを参加した人がそこで一斉に認め

ることによって、行政の仕事のスピードアッ

プが図れるというような話もあったものです

から。そこの考え方とかやり方を変えること

によってスピード化が図られるというような

御提言もあったものですから、分かってらっ

しゃるとは思いますが、私、そういった意味

で質問したということです。ぜひ、そういっ

たことも御検討していただければと思いま

す。要望しておきます。 

 

○小金丸理事 すみません、若干補足をさせ

ていただきます。 

 先ほどの業務プロセス改革の中で、池田委

員がおっしゃった部分でございますけれど

も、関連するものとしましては、昨年度、ビ

ジネスチャットいう機能を入れまして、いわ

ゆるラインみたいなものでございます。ライ

ンは、非常にセキュリティーが脆弱というと

ころもございますので、強硬なビジネスチャ

ットを導入しまして、例えば我々でございま

すけれども、正式な決裁に上げる前の資料と

か、決裁に上がらないけれども、今委員がお

っしゃったような、会議で一定の方向性の合

意を取る部分とか、あるいは庁外での会議で

復命を要するものとか、そういうものに関し

ましては、ビジネスチャットで入力をします

と、ここはフラットになっていますので、先

に、私であれば理事が見たり、あるいは課長

が見たり、そういうのは並行して見れるよう

なものがございます。そういう部分では、先

に意思決定が――みんな空いた時間にそこを

確認できると、修正も入れられるということ

になりますので、そういう部分は適用してい

ます。 

 あと、決裁の流れといいますか、積み上げ

ていく部分については、総務部とも今後いろ

んな形で検討する必要はあるのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

 

○平井総務部長 総務部でございます。 

 今説明の中にもありましたが、決裁規程自

体は総務部が持っておりますので、考え方な

んですけれども、システムのつくり自体は、

今黒瀬課長から説明あったように、昔ながら

の稟議というスタイルを取っておりますの

で、順番に印鑑を押していくスタイルになっ

ているんですけれども、運用上は、先ほど説

明があったとおり、全員が同時に見られるよ

うになりました。急いで決裁を進めなきゃな

らないときには、先のほうで引き上げて決裁

することで時間短縮等を図れますし、決裁し

た後であっても、ほかの人間も書類は見られ

るシステムに新しく変わっております。そう

いったものをうまく活用しながら、決裁のほ

うは進めていけるように対応していきたいと

思っております。 
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○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○池田和貴委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○ 田大造委員 関連してなんですけれど

も、ＤＸな時代というのは、非常に幅が広い

んですが、簡単に言ってしまえば、キャッシ

ュレスな社会をつくっていくということなん

だと私は認識しています。 

 日本は、先進国の中で唯一というぐらいキ

ャッシュレス化が大幅に遅れてまして、今、

商取引の大体３割だけがカードもしくは電子

決済で、７割がまだ現金でやり取りしている

国って、本当に日本ぐらいなんですね。中国

では、もう100％キャッシュレス、屋台でも

全部キャッシュレスですね。５年前に出張で

上海に視察に行ったときも、上海の県の職員

さんは、もう１年間全然現金使ってないとい

う状態でした。 

 今お聞きしたい点は、まず県の納税です

ね。自動車税、県民税、その他の納税が、今

アナログと混在して、法人なり個人に全部封

書で届いて、それでアナログ方式でまだ納税

をしている。まず、ここからペーパーレスな

社会をやっていくと。まず、行政が全然現金

を扱わなくて済むシステムを明示するという

ことで、劇的にやっていくべきだと思いま

す。 

 あと、公共交通機関ですね。市電もしくは

バス、まだ現金でやり取りしていることが多

いんです。これも全部現金はもう扱わないと

いう、そのくらいやっていいと思うんです

ね。 

 ぜひ、その辺、今どうお考えになっている

のかをお知らせください。分かる範囲で。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 今委員から御

指摘あった後段の交通機関の話について、ま

ず触れさせていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げました推進コンソーシアム

の中で、キャッシュレスも含めて、様々な課

題をデジタル技術でどうやっていくかという

ふうなことの実証を加えていきたいと思って

いるんですが、委員御指摘のとおり、交通機

関につきましても、例えば、東京から来られ

た方が、タクシーに乗ったときに現金以外使

えないというところが結構多いというところ

で、よく驚かれるケースがございます。 

 今回のコンソーシアムに、交通機関、タク

シー会社も含めてですけれども、幅広く御参

画いただく予定となっておりまして、そうい

った視点についても議論して、よりいい方

向、まさにＤＸの方向に進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○平井総務部長 総務部でございます。 

 お尋ねのうちの、まず、税務、税金の話な

んですけれども、すみません、手元に詳しい

資料を持ってこなかったんですが、現在、ク

レジットカード決済、それからペイペイ等の

いわゆるスマホ決済、こういったものも納税

に取り入れておりますので、比率としては、

現金での窓口払い以外のものが増えていく傾

向にございます。このスタイルを続けていく

ことで、さらに進展していくのではないか

と。現実には、今現在コンビニ決済が一番多

いんですけれども、今後、コンビニ決済を上

回る利便性がいわゆる電子決済に出てくれ

ば、まだ増えていくかなと考えているところ

でございます。 

 それと、公共交通機関に関しましては、非

常に古い話で恐縮なんですけれども、県庁の

出張というものは現金主義になっておりまし

て、例えば、以前は高速道路乗るぞと言った

ら、あらかじめ申請をして、現金を預かって
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高速道路に乗るというようなシステムでござ

いました。これを少しでも改善しようという

ことで、とりあえずＥＴＣカードは入れれる

ようにしました。何といいますか、決裁しな

いで支払いするスタイルになるものですか

ら、どのように位置づけるかというような議

論もしたんですが、旅行命令というような媒

体もありますので、何とか入れられるという

ことで、クレジットカードを使っての支払い

としては、これが一番最初に入ったところで

す。 

 それから、公共交通機関の、昔はＴＯ熊カ

ードといいましたバスカードがあったんです

けれども、これも資金前渡で買っておいて、

所属のほうで職員に貸し与えることで、キャ

ッシュレスで利用するというスタイルまでは

来ております。それ以上の交通費につきまし

ては、今のところ、精算払いなり事前払いの

交通費の精算制になっております。という状

況でございます。 

 

○ 田大造委員 法人、いろんな会社があり

ますけれども、会社をやってると、従業員が

いろんな市町村に住んでいるわけでして、例

えば、山鹿だったり、菊池だったり、合志だ

ったり、熊本市だったり、従業員の住む場所

によって、社会保障費の振込とかも全部市町

村によって対応が違うんですよね。キャッシ

ュレス化も全然温度差があって、それは事業

やってたら非常に分かるんですけれども、電

子決済がスムーズにいく自治体とそうじゃな

い自治体、これもやっぱり県がコーディネー

トして、分かりやすい仕組みを明示する必要

があると思ってますので、ぜひその辺も県が

音頭を取ってやっていただきたいと考えてい

ます。 

 

○緒方勇二委員長 何か答えあります。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 まさに市町村

のＤＸのお話かと存じます。 

 先ほど申しました、今年度は、自治体にお

けるオンラインの手続を先ほど御説明差し上

げたんですけれども、自治体ＤＸ全体につい

ても、やはり同じような課題の手法として、

全体の会議、それから専門家の派遣、それか

ら直接県職員が出向いての取組というのをや

っていく方針としておりますので、自治体Ｄ

Ｘ全体について取組を進めてまいりたいとい

うふうに思っています。 

 特に、市町村においては、規模ですとか取

組については、かなり差が広うございまし

て、先を走っているというと、ちょっと語弊

がございますが、スマートシティーとかとい

うところまで行っている自治体もいらっしゃ

れば、町村内に高齢者の方も多く、あるいは

人口規模も限られているもんですから、なか

なか、そこへの費用対効果の観点から、少し

検討に時間を要するような自治体もございま

すので、市町村課と連携を取りながら、個別

の状況を拾い集めながら、丁寧に対応してま

いりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○平井総務部長 補足といいますか、税務関

係なんですけれども、税は、市町村税、県税

合わせて、いわゆるクラウド化ということ

で、全国の共通化というのが今課題になって

おりまして、本県でもシステム改善をまさに

やっているところでございます。課税面、そ

れから収税面でのいろんなやり方も、全国的

に横並びを見ながら進めていかれることにな

ると思いますので、市町村に関しましても、

御指摘のような提案をしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○西聖一委員 今度新しい部署もできて、責
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任持って旗振りをするようになるんですけ

ど、以前はホストコンピューターを抱えて、

自前でシステム開発というような考え方だっ

たのが、今はクラウド化ということで、ホス

トシステムみたいなものは必要なくなってき

ているかなと思うんですけれども、熊本県は

クラウドの行き先はどこなのかなということ

です。今ＧＡＦＡみたいな大きいのはありま

すけれども、これは国も一緒ですが、どこと

どういうふうに連携して、そういうクラウド

化をしていくのかということ、バックアップ

システムがちゃんとできるのかということ、

それから、後半出てきますけど、市町村もデ

ジタル化を進めましょうということでありま

すが、それぞれの市町村が独自のシステムを

すると、やっぱり互換性がないということ

で、デジタル化の意味がないんですよね。国

が一番大事ですけれども、そこら辺の流れと

いうか、どういう仕組みなのかをもう一回教

えていただく、教えるというか、流れになっ

ているのかなということをお尋ねしたい。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 今、西委員からお話ありましたように、我

が県はホストコンピューターをまだ使ってお

る部分がございまして、それについては廃止

をするということを昨年決定したところでご

ざいます。 

 このシステムについては、もともとホスト

コンピューターということでクローズドのシ

ステムだったものですから、それをオープン

化していくという作業を進めていくというこ

とで、今進めておるところでございます。 

 クラウドシステムに移行するかどうかとい

うところまでは、まだ現在議論を行っており

ませんので、そこはまた方向性が決まりまし

てから御報告させていただきたいと思いま

す。 

 現状では、まずは現行のサーバーシステム

のほうに移行すること、仮想化サーバーに移

行するということを今考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 現行のサーバーとは何です

か。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 もともとホストコンピューターということ

で、クローズドでやっていたものをオープン

化したサーバーというのを我々の庁舎の中に

持っておりまして、そちらのほうのシステム

のほうに移行するということでございます。 

 

○西聖一委員 オープン化したサーバーが、

いわゆるＧＡＦＡなのか特定の業者なのかと

いうのが聞きたいんですけれども。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 現行では、クラウドシステムをまだ入れて

おりませんので、我々のほうが購入している

サーバーシステムのほうに入れているという

ことでございます。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 ある日突然、国がこのシステ

ムに変えなさいというとき、ごろっと変わる

可能性も当然あるでしょうし、事例は悪いで

すけれども、みずほ銀行みたいにシステムが

おかしくなったら自前でやらなくちゃいけな

いということになるんですか。 

 

○黒瀬システム改革課長 現行では、クラウ

ドではございませんので、今、西委員がおっ

しゃったように、我々のほうでしっかり管理

していかなければならないというものでござ

います。国のほうの動きというのもまた注視
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しながら、どういう方向が一番いいのかとい

うのはしっかり考えていこうと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 しっかりその辺を見ながらや

って、あんまり走るとかえって二度手間にな

るかなという気がしますので、よろしくお願

いします。 

 

○岩下栄一委員 移住、定住の問題で空き家

バンクなんですけれども、空き家を貸したい

人の募集登録というのは……。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 空き家バンクの募集登録につきましては、

現状、空き家バンクは、市町村ごとに設置さ

れておりますので、市町村のほうで募集をさ

れているというところでございます。ただ、

中には、不動産業者さんと連携されているケ

ースもございまして、そこは市町村ごとにや

り方は異なっているというところでございま

す。 

 

○岩下栄一委員 私、地域で自治会長とか長

くやってて、最近の傾向として空き家が増え

ているんですね。それは空き家だって分かる

のは、樹木がえらい茂って、手入れされてな

いから、おかしいなと思ったら空き家なんで

すね。そういう空き家が放置されていると、

治安も悪くなるし、雰囲気が悪いので、積極

的に空き家を貸したいという人を募集して、

空き家を撲滅してほしいと思うんですよ。 

 もし、空き家の応募者がいて、リフォーム

とか庭木の手入れとか、そういうのはどこが

やるんですかね。それは、借りた本人、貸し

た本人。 

 

○緒方勇二委員長 今の話は、登録物件の管

理よ。登録されている物件の管理を誰が行う

のかということ。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 空き家バンクに登録されて、実際に移住者

が借りられた場合には、リフォームですとか

そういったところに対する支援というのは各

市町村でもございますし、県のほうでも、そ

の市町村に対して、またさらに支援するとい

う、そういう制度はございます。ただ、登録

されただけで、借り手がまだ現れてないとい

う状況では、私ども県の制度ではそこまでカ

バーできてないというところでございます。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 

○小早川宗弘委員 関連して。 

 資料19ページ、移住、定住を取り巻く状況

についてということで、近年のその状況、傾

向ということですが、３番、引っ越し費用と

か住まいへの不安を感じている人が多いとい

うことで、令和４年度のすまい支援補助金拡

充ということです。これは、昨年度から、２

～３年前から始まった支援措置じゃないかな

と記憶しておりますが、どういうふうに拡充

されるのか。あと、これまでの実績ですよ

ね。何件ぐらい利用されたのか。それから、

実際活用されて移住された方々の、これは一

部でもよかですけれども、どういった声があ

るのか。その辺をちょっと説明してくださ

い。特に、空き家バンクを利用した方々に上

限額とか補助率を引き上げるということで、

空き家バンクを利用しなかった方には駄目な

理由というのは、何かあるのかどうか。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 19ページに書いてますとおり、すまい支援
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補助金でございますけれども、こちらは、委

員おっしゃったとおり、昨年度から取り組ん

でいるものでございます。 

 こちらのほうは、基本的には補助率２分の

１という形の補助になっておりますので、そ

れは空き家バンクを使わない方でも２分の１

の補助はあるということでございます。た

だ、空き家バンクを使っていただいた方に

は、さらに上乗せして補助率をかさ上げする

と、そういった制度になっております。です

から、空き家バンクを使わなくても補助の対

象にはなるというところでございます。 

 

○小早川宗弘委員 具体的には、その２分の

１という上限は――引っ越し費用に対する上

限というのはありますか。 

 

○久保田地域振興課長 引っ越し……。リフ

ォーム費用ということでございますか。 

 

○小早川宗弘委員 リフォーム費用じゃなく

て、引っ越し費用。リフォーム費用もありま

すか。リフォーム費用――中身は分かります

か。 

 

○久保田地域振興課長 引っ越し等の支援な

ど、ソフト関係につきましては、補助率２分

の１で上限が50万円という形でございます。

リフォームとか改修など、ハード関係につき

ましては、補助率は同じく２分の１で上限額

が100万円という形、引っ越し費用等ソフト

関係の倍という形になります。 

 

○小早川宗弘委員 利用された方、実績とい

うのは、もう昨年度は全部予算は使ってしま

ったのかどうかという利用実績、その辺も聞

きたかつですけど。 

 

○久保田地域振興課長 昨年度は、全体で、

引っ越し費用、ソフト関係が８件の利用でご

ざいます。ハード関係は、10件の利用という

形になっておりまして、まだちょっと利用が

進んでない部分がございましたので、こちら

のほうにつきましては、市町村とも連携しま

して、より周知を図り、あるいは使いやすい

ような形で取り組んでまいりたいというふう

に思っております。 

 

○小早川宗弘委員 移住される方について

は、やっぱり住まいの確保という部分では、

非常に重要だというふうに思ってて、引っ越

し費用とか、そういう補助金があるというこ

とになると、活用例も、今までとは違って、

それは市町村が取り組むことかもしれません

けれども、もっと積極的に活用されてもいい

のではないかなと思いますので、積極的な周

知をお願いしたいということと、あと、実際

の事例というか実績が、８件、10件というこ

とで、そういった利用された方、移住されて

きた方の声というのも聞きたいですよね。都

会から熊本の魅力を感じて引っ越してこられ

たということで、私、これは前回質問をした

んですけれども、何かモデルケースとか成功

事例だとか、そういうのも常に情報を張って

ていただいて、常に利用者の声というのも把

握しながら、特に成功事例をつくっていって

いただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 移住、定住について、私も

御質問をしたいと思います。 

 私も、19ページ、アンケートから分かった

ことを通してお尋ねをしたいんですけれど

も、東京、福岡からの移住者が多い、移住に

当たっては一軒家、収入の不安がある、まあ

そのとおりだと思うんですけれども、この右

側に、「新」としていろいろ対策を設けられ

てらっしゃいますが、こういったのはほかの

県も大体似たようなのはもちろんやられるん

じゃないかと思うんですよ、うちの県に住ん
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でくださいということで。 

 熊本県として、熊本に住んだらこうです

よ、ああなりますよ、こういう魅力がありま

すよというのは、何かそういうスローガン的

なものはあるんでしょうか。 

 

○久保田地域振興課長 そうですね。まず、

熊本の魅力ということでは、その19ページの

４番のほうにも書いていますとおり、例えば

熊本コネクションプロジェクト、この辺りを

拡充して幅広くＰＲしていくとか、あるいは

それ以外でも広報関係の予算、今回の６月補

正でも、テレビ、ＳＮＳ、それから雑誌を連

動させたＰＲ事業につきまして要求させてい

ただいているところでございまして、そうい

ったＰＲに取り組んでおります。何かスロー

ガンというところではございませんけれど

も、熊本の魅力を伝えていくという形の取組

というのはしっかり取り組んでまいりたいと

思っております。 

 

○前田憲秀委員 すみません、ちょっと直球

だったかもしれないんですけれども、前のペ

ージのいろんな説明をお聞きすると、20代、

30代、40代も多い、そしてＩターンも結構割

合が多かったですよね。会社員であると。熊

本としては、非常にいい材料じゃないのかな

と、その分析結果を見て思っているので、福

岡よりも熊本がいいですよというような何か

キャッチフレーズ的なものも、ぜひ設けても

いいんじゃないかなと思います。 

 それと、関連してもう１点だけ。 

 今熊本駅が物すごく開発が進んでまして、

マンションがいっぱい建ったり、今から建と

うとしています。お聞きすれば、3,000万

円、5,000万円、億があったかどうかは確認

してませんけれども、ほとんど完売というふ

うに聞きます。そこら辺は、移住、定住には

何か影響がありますか。そういう情報はござ

いますか。 

 

○久保田地域振興課長 そうですね。じかに

県の移住施策、各市町村の移住施策等を使わ

れて、空き家バンクとか使われた移住者の方

は、どういったところにお住まいになられて

いるというところを捕捉できるんですけれど

も、仮に民間のマンションとかに御自分で探

して入居された方というところの情報まで

は、捕捉できていないというところでござい

ます。 

 

○前田憲秀委員 聞けば、新幹線が開通し

て、新幹線口にもマンションがいっぱいでき

たんですけれども、人も住んでます。ただ、

住民登録が少ないという話を聞いたことがご

ざいます。そこも問題視をしないといけない

と思いますし、ただ、環境的には、非常に今

注目を浴びているんじゃないかなと。熊本に

住んで、博多までも30分で新幹線で行けると

いう。本当に、当初、新幹線ができて、スト

ロー現象云々なんて心配もありましたけれど

も、全然そんなことはなくて、熊本に住もう

じゃないか、熊本に住んでくださいという環

境は整いつつあるので、一戸建てがいいとい

うのももちろんだと思うんですけれども、い

ろんな角度で熊本に住んでいただく施策をぜ

ひ進めていただきたいなと思いますので、頑

張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○松田三郎委員 すみません。資料で言いま

すと、15、16ページ辺りだと思いますが、地

域振興課の久保田課長にお尋ねしたいと思い

ます。 

 資料を見ながら、例えば、16ページのその

アンケートの調査対象のところに「各市町村

の施策を利用して」と書いてあります。これ

はアンケートだからかもしれませんけれど
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も。 

 そもそも論で大変恐縮ですけれども、通常

使う「移住」とか「定住」という場合に、例

えば、東京にいるけれども、親の介護で一時

的に熊本県内に住むようになったとか、ま

た、仕事の転勤で、嫌だったけれども、熊本

に言われて熊本県に住んでいるとか、あるい

は例えばいろいろ見聞きして、自然が豊かで

非常にあそこの景色が好きだから熊本県に住

もうと思って来られる方等々、いろいろ状況

というか動機が違うんだと思いますけれど

も、さっき言いました、そもそも論で大変恐

縮ですが、この場合の「移住」というのは、

ある程度もうちょっと限定した意味合いがあ

るんですかね。すみません、そもそも論で。

次につながるために、そこは確認しておこう

と思いまして。 

 

○久保田地域振興課長 15ページに、2,025

名の方が県外からの移住者数ということで朱

書きさせていただいておりますけれども、こ

れは住民窓口のアンケート等で捕捉した数字

でございますが、そのアンケートの中で、松

田委員おっしゃったような、転勤で一時的に

来た方とか、進学で一時的に来たというとこ

ろ、そういった方については、この数字から

除いております。やはり長期間といいます

か、特に期間を設けずに熊本に転入されてき

たと、そういった方を移住者数ということで

カウントさせていただいているというところ

でございます。 

 

○松田三郎委員 ということは、それがいい

とは言いませんけれども、国が勝手に、アン

ケートのときも、こういう定義で、こういう

結果で出してくださいというわけじゃないの

で、都道府県によっては、アンケートの取り

方あるいは数字の出し方によっては違う可能

性、あるいは県内の市町村によっても違う可

能性、さっき言ったのを含める含めないと

か、その基準というか、それは違うことはあ

り得るんですか。 

 

○久保田地域振興課長 移住者数というもの

が、明確に定義があるものではございません

ものですから、全国の都道府県までは把握し

ておりませんけれども、九州各県では情報共

有しておりまして、どういった形で数字を把

握してますかというところで、やはりいろん

な施策を使ってきた方だけをカウントしてい

る県とかもございますし、本県のように、ア

ンケートを取って捕捉しているというところ

もあって、正直、そこは定義がないものです

から、各県でばらつきがあるというところで

ございます。 

 

○松田三郎委員 前提として分かりました。 

 恐らく、前に課長にも聞きましたように、

いわゆる社会的増減で、転入、転出、単純に

引き算すれば、年度でどれだけ増えたか、そ

れは簡単に分かるんでしょうけれども、実

際、ある目的を達成するためには、おっしゃ

ったように丁寧にというのが一番いいんです

けれども、時間かかりますし、アンケート等

によって、どういった理由で、例えば何人で

――ここにあるように、これはサンプル数が

多ければ多いほどいいんでしょうけれども、

そういうことまでやらないと、なかなかこの

政策をしたからこれだけ増えたんだという、

いわゆる政策効果というのが、やたらめった

ら何でもやって増えて、どれが効果的だった

のかというのが、そこまで丁寧に調査、検証

しないと分かりにくいんだろうと、そういう

難しさはあるのかなと。 

 県の場合は、この資料のように、そういう

進め方をしていただいておりますが、なかな

か、県内の市町村によっては、以前、この委

員会でも、あるいは課長にも聞きましたけれ

ども、データの取り方によってかなりばらつ

きがあるので、例えば市町村ごとの数字を出
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してもらっても、何かざっくりなんでんかん

でん入れとるところと、きちっと政策によっ

て来ていただいたというのを控え目に出して

いるところと、いろいろ濃淡があるならば、

それが独り歩きするのもちょっと正確性を欠

きますので、なかなか出しにくい状況がある

んですよという話をお伺いしたことあります

が、どうですか。市町村でも、市と村じゃ、

またそれに係る職員のマンパワー等も違うか

もしれませんし、それを考えると難しいと言

いましたが、さっき、政策効果が見えにく

い、それは県も一緒で、先ほど、前田委員お

っしゃったように、何かこうインパクトのあ

るキャッチを出せば、ほかとの差別化ができ

るかもしれないという県レベルの話と、県内

の市町村が、例えばこうだろうなということ

を考えて、私見でも結構ですので、何かそう

いう難しさといいますか、政策効果が見えに

くい、だから次につなげていくためには、効

果がないのを絞って捨てて、効果があるのを

充実させるとか、そういった展開が難しいの

かなと思っておりますけれども、そういうの

はどうですか。 

 

○久保田地域振興課長 現状、住民窓口アン

ケートというのは、紙でアンケートを取っ

て、それを回収するという形を取っておりま

すものですから、どうしても回収率にばらつ

きがあるというようなところもございます。 

 ですので、今検討しておりますのは、アン

ケートも、デジタルで、メールといいます

か、何らかのデジタルでのアンケートを取る

と。ただ、それでも、それだけだとなかなか

回収率が上がらないので、そこは、回答した

方には、何らかのインセンティブを、そんな

大したものではないですけれども、ちょっと

したプレゼントをお配りするとか、何かしら

そういった形でアンケートの回収率をできる

だけ上げて、やはり実際の移住者の実態をし

っかり把握していくというのは必要なことだ

と思っております。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 最後に、これは県内の市町村に限ったこと

ではないでしょうけれども、簡単に言うと、

さっき意欲的な市町村というような表現もあ

りまして、あまり努力しなくても勝手にどん

どんどんどん人が入ってくれるところもある

んですよね。逆に、ちょっと努力してうまく

いって増えるところもある。中には、うちの

球磨郡辺りを考えますと、ひがみ根性を含め

て言いますと、立地の問題とかで幾ら努力し

てもなかなか成果が上がらないというところ

もあるんだろうと思います。 

 だから、市町村の意欲的な取組というのは

前提ではございますが、これは企業誘致と似

たようなもので、熊本県にいろいろ相談の案

件が増えていると、これはいいことですの

で、県として――これは、課長なのか、今日

は部長はいらっしゃいませんので、深川政策

審議監あたり、県としてやっぱり頑張ってい

るけれども、なかなか成果が出てない、例え

ば天草とか、人口がかなり急激に減ってきて

いる球磨郡とか、水俣市とか、全部言いよれ

ば、総花的になりますので、こういうところ

に何か誘導するようなお考えはないか。どち

らからでも。 

 

○深川政策審議監 企画振興部政策審議監深

川でございます。 

 今松田先生のお話は、いわゆる均衡ある県

土の振興といいますか、そういう観点につい

てお考えはないかということだろうと思いま

す。 

 事実、今現在、ＴＳＭＣインパクトという

言葉が、よく産業界の方たちと話をすると聞

こえてまいります。ＴＳＭＣの１兆円という

非常に大きな設備投資、それが大きなインパ

クトで熊本県全体を底上げしていくんじゃな

いかと。ただ、一方で、その底上げ効果が県
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北に集中しているのではないかというような

懸念も皆さん持ってらっしゃるところでござ

います。 

 熊本県としては、これまでも、県南につい

ては、フードバレー構想であるとか、県南振

興に力を入れてまいりました。私、以前企業

誘致をやっておりましたけれども、県南のほ

うの企業誘致に力を入れた結果、私が企業立

地課長をしていたときに、県南の立地件数が

過去最高になったりですとか、やはりそのと

きにかなりインセンティブを設けて戦略的に

やった結果だったんですが、そのときの思い

としては、戦略的にやれば、きちんとインセ

ンティブを設ければ、ある程度姿が出てくる

と。ただ、その前提としては、やはり市町村

が共に県と一緒に努力してくれるのが大前提

と思っております。 

 今よく市町村等とお話をすると、県にお願

いする市町村と、県と一緒にやりましょうと

言ってくれる市町村で、やはり明らかに成果

という部分では違ってくるのかなと思ってお

りますので、そういう意味では、やはり市町

村とともに、県南含め、全県的な振興を進め

ていきたいと思っているところでございま

す。 

 多少私見交えましたけれども、以上です。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 さっき、言葉足らずでしたが、成果が出て

ない天草と言ったんじゃなくて、人口減少の

度合いがやっぱり急激に少なくなっている天

草、球磨、水俣、芦北ということでございま

したので、申し訳ございません。成果が出て

ないというつもりで言ったんじゃありません

ので。 

 今おっしゃったように、企業誘致とある意

味ちょっと似たようなところもあって、非常

に示唆に富むお話でしたので、ぜひ部長にも

知事にも今の話を伝え、私見を交えてで結構

でございますので、伝えておいていただけれ

ばと。 

 以上です。 

 

○田代国広委員 14ページをお願いします。 

 すばらしい結果が出ておるもんですから。

この転出の超過が、令和２年は3,700人余り

あったのが、令和３年では864人と、約3,000

人近く減っているんですよね。非常に激変し

ておって、結果はすばらしいんですけれど

も、これだけ１年で変わるということは、何

か特別な事情があったんじゃないかなと思う

んですけれども、こういった要因はどういう

ふうに理解すればいいんですか。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 こちらの数字は、住民登録の異動の数字の

差引き、先ほどの移住者数とはちょっと異な

ります。実際に転入されてきた方、転出され

た方の総数の差引きでございまして、かなり

２年と３年で劇的に変わっているというとこ

ろでございまして、実際に中身を見てみます

と、転入者、例えば東京都からの転入者です

と、令和２年が2,200人ほどだったのが、令

和３年は2,400人と、200人転入者が増えてい

ると。あるいは、福岡県からの転入も7,400

人余りから7,700人余りと、300人以上増えて

いるというようなところはございます。 

 じゃあ何で増えたのかというところにつき

ましては、今まだ要因を分析しているところ

でございまして、その辺りは、要因分析と今

後の施策への反映というのは必要かなとは思

っておりますけれども、まだ現状、すみませ

ん、細かく要因分析まではできていないとい

う状況でございます。 

 

○田代国広委員 すばらしい結果が出ている

わけですよね。ですから、やっぱりその原因

をしっかり追求して、何と申しますか、方針

をやっぱり継続したりすると、これはずっと
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継続していけばすばらしいことであって、一

過性でやってもあんまりよくないものですか

ら、できれば継続していただきたいと思いま

して、よろしくお願いしておきます。 

 それから、もう１点いいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。 

 

○田代国広委員 移住、定住も、これもどこ

の市町村も今一生懸命取り組んでおるわけで

ございまして、それなりに施策としてはいい

んですけれども、抜本的、基本的に考えるな

らば、やはり少子化対策、これが根本的にや

っぱり一番大事だと思うんですよ。 

 これは、全ての市町村をはじめ、あるいは

全ての県民、国民の問題として受け止めて、

私は、もうこの少子化対策に取り組むべきと

きが来ているなと思うんですけれども、この

委員会では、少子化のことは全く出てこない

んですけれども、この委員会と少子化対策は

切り離して考えるべき問題なんですかね。 

 

○緒方勇二委員長 対策につながるＤＸがあ

るかも分からんですね。(発言する者あり) 

人口減少に歯止めをかけるためのＤＸの中

に少子化対策も入ってくるかもしれません

ね。それが、移住、定住のところなのかどう

かはちょっと……。どなたか、お答え。 

 

○小川企画課長 企画課でございます。 

 企画課で、全体のまち・ひと・しごと総合

戦略ですとか、人口の減少の分析ですとか、

こういったものを担当しております。 

 先ほど、１つ前の御質問でもありました、

その社会減が減少幅がすごく減っているとい

うもの自体も、もともとまち・ひと・しごと

の総合戦略の中で、その社会減の幅を小さく

していくという目標を出しているんですが、

この減少幅が、今回あるようにすごく小さく

なっていて、年度でいうと、もう達成してい

るような状況になるというような、ある意味

すごく驚きを持って、我々としてもこの数字

を見ております。 

 先ほど地域振興課長からお話ありましたと

おり、これが、この社会減の減少幅が小さく

なっているのか、コロナ禍による一過性のも

のなのか、今後トレンドがどう続いていくの

かというところも含めて、企画振興部内でし

っかり連携しながら、分析のほうはしていき

たいと考えております。 

 次の点の少子化の関係ということになりま

すが、やはりこの社会減の部分と人口の自然

減の部分というのはリンクをしておりますの

で、当然、地方創生という点に関しては、少

子化の対策の問題をしっかり捉えて、やはり

熊本県に来てしっかり子育て環境を充実して

暮らせるというところは、すごく大きな目標

としてあろうかなと思っております。 

 本日、具体の施策を私のほうから申し上げ

るのはなかなか難しいんですが、移住、定住

もそうですし、地方創生という観点で、やは

り子育てしやすい県というところをしっかり

求めていく必要があるのかなと思っておりま

す。 

 以上になります。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 先ほど、資料の11ページで、移住定住推進

本部の図を書かせていただいておりますけれ

ども、この３番目に、構成員ということで各

部長が入っております。全庁を挙げて移住、

定住施策を進めていくという中で、その中で

は、各部局で連携しながら様々な取組を進め

ておりまして、その中でも、子育て推進の取

組というのも、資料の中には出てきておりま

せんけれども、この移住、定住の取組の中の

一つとして取り組んでおります。 

 そういった取組はしっかり取り組んでおり

ますし、そういったところをしっかりと外に
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向けても情報発信していくことで、子育てに

優しい県というところをＰＲすることで、移

住、定住の推進につながるのではないかと思

っておりますので、そういったところについ

ても、引き続き取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

 

○田代国広委員 企画課長と十分連絡取りな

がらしっかり進めてください。 

 以上です。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 今少子化の話がありましたので、少子化に

ついては、子育ても含めて、健康福祉部のほ

うにおきましても、結婚、妊娠、出産と、そ

ういった支援策の充実を図りながら、市町村

と一体となって少子化対策に取り組んでいき

たいというふうに考えておりますし、今現在

も、少子化対策総合交付金ということで、そ

ういったものを最大限に活用しながら、しっ

かりと対策のほうを進めていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 私も、この地域対策特別委

員会に初めて来て、いろいろ説明を聞いて、

早く追いつかないとと思って、聞いてたんで

すけれども、なかなか追いつけないなという

のはちょっと実感しました。 

 ただ、新しい地方創生といいますと、やっ

ぱり新たな魅力をさらにつくっていく、これ

はもう県全体であり、一県内市町村ですか、

あるいは企業、産業の魅力をつくっていく、

そのトータルとして新しい地方創生というの

があるのかなというふうに勝手に思っている

んですけれども、その中で、ビジョン、７つ

の実現の方向性ということで、７つ書いてあ

るんですけれども、この中で「熊本でこそ」

とか、そういうのが２つあるんですね。農業

とヘルスケアシステム。「熊本でこそ」とい

うことは、熊本でしかできない、だから、そ

の魅力というのか、何かそういうのがないと

「熊本でこそ」とかという言葉はなかなか使

えないのかなと思ったりしているんですけれ

ども、「熊本だからこそ」、「熊本でこそ」、そ

の言葉というのは、非常に重いものだなと思

っておりますが、そこら辺のその思いという

のは、何かあれば教えていただければ。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 このグランドデザインを描きました際に、

足元10年ほどを視野に、今後、熊本県で変わ

るべき変化といいますか、その辺を見据えな

がらデジタル技術を活用していこうというの

が、このグランドデザインの大きな視座にな

っております。 

 その際に、何でもかんでもというふうなこ

とだと、産学官、先ほど触れていただいた

「金」も含めてですけれども、方向性がぶれ

てまいりますので、その中でも特筆して、タ

ーゲットを絞ってやっていこうというのが、

この７つの分野というふうに理解をしており

ます。 

 そのときに、勝ち筋といいますか、熊本県

の強みというふうなことを、さらに全国的に

強くしていくためには、まさにデジタル技術

を使っていくというふうなことが必要なんじ

ゃなかろうかと。 

 特に、農業ですとか、それからヘルスケ

ア、この辺りは、非常に人手が多くかかる割

には、なかなか後継者の方、それから人材確

保というのは非常に難しい時期に来ていると

いうこともございまして、そういったところ

で、「熊本でこそ」というのは、先生御指摘

のとおり、少し強い言葉ではございますけれ

ども、一つ旗を立ててやっていこうというふ

うな、そういう強い意思でございます。 

 お答えになってますでしょうか。以上でご
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ざいます。 

 

○吉永和世委員 熊本の魅力づくりにおい

て、やっぱり大事な視点だとは思いますね。

やっぱり快適で安心な生活環境を共創するに

は、この４、５、６、７というのは非常に熊

本に合った部分なのかなというふうに思いま

す。 

 ただ、この１番、２番、３番の中で、挑戦

する企業を熊本県の様々な産業の発展の中心

にと、意味がよう分からんのであります。あ

と、何で熊本県でこそ農業を挑戦したくなる

んだ、何で農業だけなんだと、こう思ってし

まった部分もあるんですけれども、さっきち

ょっと――これにこだわる部分はこだわって

というところでつくったんでしょうけれど

も、何か非常に分かりにくいなと思ったの

で、質問したんですけれども、私の個人的な

考えでいくと、農業も産業だろう。水産業も

林業も産業の一つであって、その産業を成長

産業にというのは、水産業も言ってる話であ

って、林業も言ってる話であって、農業だけ

じゃない。だから全て成長産業にしていくん

だというそういう思いで我々いるので、なぜ

この農業に特化してやっているのか、そこは

ちょっと教えてほしいんですけれども。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 まず、１点で

ございますけれども、記載が確かに分かりに

くいところございまして、この１つ目で書い

てある産業というのが、実はものづくり産業

を指しておりまして、いわゆる製造業のこと

を指しております。製造現場におきます生産

性の向上ですとか業務効率化、あるいはＵＸ

プロジェクトでやっておりますような、いわ

ゆるイノベーション・エコシステムを起こす

ための取組というのを掲げてございます。 

 そういった意味では、左側のほうの産業

系、経済系のところは、ものづくり産業とそ

れから農業、それから観光というふうな特出

しをしているところなんですが、委員御指摘

のとおり、官民挙げてこういうふうなキャッ

チに仕立て上げてはいるところなんですけれ

ども、他方で、１番目、ページで１ページ目

に掲げましたけれども、県の情報化推進計画

を御覧いただきますと、これが県の行政計画

という位置づけになるんですが、例えば、

(2)の県民が便利に暮らせる、それから(3)の

ほうで、企業とか事業者に向けた視点の取組

が出てまいります。こういったところでは、

いわゆる農林水産業全体でございますとか、

あるいは今申し上げましたものづくり産業は

もちろんですけれども、建設業、この辺りも

広く視野に入れて、高度情報化、デジタル化

に向けて取組を進めてまいるというふうな考

え方には違いがないところでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 先ほど言いました、新しい

地方創生ですから、全ての面において、やっ

ぱり魅力、これは行政サービスもまさしくそ

うだろうと思うんですけれども、やっぱり魅

力づくり、しかし、他県に負けない魅力づく

り、他県というとあれなんですけれども、他

地域に負けない魅力づくりなので、簡単そう

で非常に難しいんだろうなというふうに思う

のです。だから、ただ内に籠もってやるだけ

じゃなくて、やっぱり外もしっかりと見なが

らやっていかないと、本当の魅力づくりって

なかなかできないのかなという感じもちょっ

としてますので、非常に大変な取組になって

くるのかなと思ったりもしますので、ぜひ、

そこら辺もアンテナを立てて、すばらしい熊

本の魅力づくり、地域の魅力づくりをぜひ実

現していただきたいなというふうに思いまし

た。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 
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○岩本浩治委員 今の吉永先生に関連してで

すが、私もちょっと分からないのが、実現の

方向性の中で、新たなヘルスケアシステム

と。これは９ページに関係してくるんです

か。熊本県として、新たなヘルスケアシステ

ムは、この９ページに関係してくるのかどう

かです。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 直接、４ページのヘルスケアシステムと９

ページは、リンクはしておりませんで、９ペ

ージのほうは、市町村が新たに申請の電子化

をするに当たって、対象となる項目を一応列

挙してあると。４ページのほうは、県全体と

してどういうふうにその情報のネットワーク

を進めていくかという観点で、今現在、熊本

県のほうで、くまもとメディカルネットワー

ク構想ということで、地域医療等の情報ネッ

トワークの基盤整備を進めていると。 

 実際には、医師会が中心になってやってい

るんですけれども、そこに県と熊大と３者で

しっかり連携をしながら、県下の例えば病院

でありますとか診療所、それから訪問看護ス

テーションとか在宅関連の施設、そういった

ところをしっかりとネットワークでつない

で、参加者の診療から調剤、介護に必要なそ

ういった情報を共有すること、そういったこ

とで、質の高い医療・介護サービスにつなげ

ていこうと、そういった取組でございます。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員 分かりましたけれども、な

かなか、医療と介護と調剤とクリニック、こ

れが介護の分野では、全部そこに自分ところ

のお年寄りのことが漏れてしまうんじゃない

かという話も聞くんですね。そのシステムに

は、やっぱり100万、200万かかるんだと、そ

ういうことも話が入っておるわけなんです

ね。医療からすれば、高齢者の介護の方が全

部分かると。ただ、反面、それが分かってし

まうと困るという部分があるということも介

護の部分から入ってくるんですが、こういう

のは最終的には調整ができるんですか。大体

いつ頃に持っていこうという感覚でいらっし

ゃるのかなと思います。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 一応、このくまもとメディカルネットワー

ク構想については、医師会が中心にやってい

まして、特に終期を定めているということで

はないんですが、これから段階的に加入する

施設を増やしていったりとか、将来的にはそ

の辺りの情報の共有がしっかりとできるよう

な形に持っていきたいというふうに思ってお

ります。 

 あと、このくまもとメディカルネットワー

クとは別に、2025年までに、特に高齢者の方

が地域でしっかりと周囲のケアを受けながら

最後まで暮らせると、そういった地域包括ケ

アシステム、そういったことも同時並行で、

関係の機関とか市町村とか、そういったとこ

ろとしっかりタイアップしながら、今後シス

テム化をしていこうと。ただ、これはＤＸと

は別なんですけれども、そういった環境づく

りを進めていこうという取組も同時並行でや

っております。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員 はい、分かりました。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 次に、行政サービスの維

持向上に関する件について質疑はありません

か。 

 

○松田三郎委員 １ついいですか。手短に。 



第17回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録（令和４年６月14日) 

 - 28 - 

 最終ページ、坂野課長、すみません。 

 御説明ありましたが、33次の地制調、１月

に発足してますので、何回やってるかは分か

りませんけれども、あちこちからちょろっと

ぐらいでしか私も聞いてませんが、主にどう

ですか。今までとこれから大きな論点となり

そうなとか、こういうことが議論されてい

る、あるいはされそう、されるらしいという

ところを含めて、入っている情報の範囲でも

ちろん結構でございます。教えていただけれ

ばと。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 今国のほうで審議がスタートしております

地制調の動きですけれども、議事録等を見て

みますと、やはり新型コロナウイルス感染症

への対応について、国と都道府県、市町村が

連携して対応していく中で直面した課題につ

いて議論がなされると聞いております。 

 例えば、緊急事態宣言は国が出し、医療機

関に対しての指導、調整は都道府県のほうが

行いましたが、こうした対応をめぐって、い

ろいろとマスコミ等で報道がなされたところ

でございます。こうした内容が議論されてい

くのではないかと考えているところです。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 はい、いいです。 

 

○池田和貴委員 坂野課長にお願いします。 

 24ページ、すみません。 

 もう33次の地方制度調査会に入っているん

ですけれども、この四角囲みの中の④番、

「「地方議会の各項目」について目指すべき

行政の姿を提示」とあるんですけれども、す

みません、ここは私勉強不足なので、よかっ

たらここの資料をいただけないかなと思って

ですね。我々議会に関することなので、すみ

ません、それお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 答え要るんですか。お願

いですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○ 田大造委員 26ページから28ページぐら

いに関することなんですけれども、デジタル

化を推進するには、やっぱりうまくいくに

は、まず県庁の職員がレベルアップする必要

が必ずあると思いまして、このデジタル化へ

の対応って、やっぱり個々人によって全然状

況が違っていると思います。パソコンに詳し

い職員とそうじゃない職員、でも均一化して

ないと全ての部局でうまくいかないと思うん

ですね。 

 以前も、これは質問したんですけれども、

県として、やっぱり定期的に県庁職員の研修

を通じてレベルアップを図るべきだと思うん

ですが、今それはどうなっているのか教えて

ください。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 今 田委員からも御指摘いただいたよう

に、県庁の職員のデジタル技術に関する意識

であったり、スキルであったりというのは、

しっかり研修などで育てていく必要があると

考えております。我々のほうの企画振興部と

いいますか、デジタル戦略局のほうでも考え

ておりますし、全職員ということで、総務部

のほうとも連携しながら、そこをしっかり進

めていこうという議論を今しておりますの

で、また形にして御報告をしたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、質疑はこれで

終了いたします。 
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 次に、議題３、閉会中の継続審査について

お諮りいたします。 

 本委員会の付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し

出ることとしてよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 その他として何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 その他として、私から１

つ提案がございます。 

 閉会中の視察の件についてですが、委員会

で行う委員派遣は、本来、会議規則第81条に

より、委員会として、これを議長に申し出る

ことになっております。 

 しかしながら、緊急な委員会視察が必要な

場合に、委員会をそのたびに開催するのが不

可能な場合もございます。 

 そこで、付託調査事件に係る閉会中の委員

派遣の実施、目的、日時、場所等につきまし

ては、委員長一任ということでよろしいでし

ょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 異議なしということです

ので、そのように取り計らわせていただきま

す。 

 ほかになければ、本日の委員会はこれで閉

会します。 

 これをもちまして、第17回地域対策特別委

員会を閉会します。 

 お疲れでございました。 

  午前11時52分閉会 
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